
 
 

 

  

 

 

地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等

を定める条例をここに公布する。 

 

 

  平成30年12月14日 

 

 

                    寒川町長 木 村 俊 雄       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

寒川町条例第22号 

 

地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利

活動法人等を定める条例 

 

地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れ

る特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定

する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)及び当該特定非営利活動法人に係る寒川

町町税条例(昭和60年寒川町条例第16号)第14条の2第2項の期間を次の表のとおり定め

る。 

特定非営利活動法人の名

称 

主たる事務所の所在地 寒川町町税条例第14条の

2第2項の期間 

特定非営利活動法人トム

トム 

茅ヶ崎市萩園2336番地2 平成30年1月1日から平成

34年12月31日まで 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


